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 議案第３２号 
 
 

平成１９年度能美市一般会計予算 

 
 

平成１９年度能美市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，６５８，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （債務負担行為） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、   

「第２表 債務負担行為」による。 
 
 

  （地方債） 
 第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

「第３表 地方債」による。 
 

（能美市一般会計） 
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  （一時借入金） 
 第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、１，０００，０００千円と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 
 
 
     平成１９年３月５日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

（能美市一般会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 市 税 ７，４２４，２６０

1 市 民 税 ３，１７５，５９０

2 固定資産税 ３，２７０，３６８

3 軽自動車税 ７６，１００

4 市たばこ税 ３１８，２００

5 鉱 産 税 １

6 特別土地保有税 １

7 入 湯 税 １２，０００

8 都市計画税 ５７２，０００

2 地方譲与税 ２７０，０００

1 自動車重量譲与税 ２００，０００

2 地方道路譲与税 ７０，０００

△ 所得譲与税 ０

3 利子割交付金 ３１，０００

1 利子割交付金 ３１，０００

4 配当割交付金 ２２，０００

1 配当割交付金 ２２，０００
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

5 株式等譲渡所得割交付金 １７，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 １７，０００

6 地方消費税交付金 ４７０，０００

1 地方消費税交付金 ４７０，０００

7 ゴルフ場利用税交付金 ５０，０００

1 ゴルフ場利用税交付金 ５０，０００

8 自動車取得税交付金 １５７，０００

1 自動車取得税交付金 １５７，０００

9 地方特例交付金 ６８，０００

1 地方特例交付金 ２８，０００

2 特別交付金 ４０，０００

10 地方交付税 ４，２００，０００

1 地方交付税 ４，２００，０００

11 交通安全対策特別交付金 ９，０００

1 交通安全対策特別交付金 ９，０００

12 分担金及び負担金 ７２６，９１２

1 分 担 金 ２９，５２２
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

2 負 担 金 ６９７，３９０

13 使用料及び手数料 ３７３，０３１

1 使 用 料 ３４９，９６３

2 手 数 料 ２３，０６８

14 国庫支出金 １，２８７，２９８

1 国庫負担金 ５６７，３８８

2 国庫補助金 ７１０，４９０

3 国庫委託金 ９，４２０

15 県 支 出 金 ８９７，６５５

1 県 負 担 金 ３４７，８００

2 県 補 助 金 ３９４，５２３

3 県 委 託 金 １５５，３３２

16 財 産 収 入 ８４，５２０

1 財産運用収入 ２８，０１０

2 財産売払収入 ５６，５１０

17 寄 附 金 ２２，９７９

1 寄 附 金 ２２，９７９
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

18 繰 入 金 ９８１，３７７

1 基金繰入金 ９８１，３７７

19 繰 越 金 １００，０００

1 繰 越 金 １００，０００

20 諸 収 入 ４３４，３６８

1 延滞金、加算金及び過料 ２

2 預 金 利 子 １０

3 貸付金元利収入 ２８８，７０７

4 雑 入 １４５，６４９

△ 受託事業収入 ０

21 市 債 ２，０３１，６００

1 市 債 ２，０３１，６００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １９，６５８，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 議 会 費 ２２９，８５１

1 議 会 費 ２２９，８５１

2 総 務 費 １，６９７，５９５

1 総務管理費 １，３６０，７０５

2 徴 税 費 ２２２，５３４

3 戸籍住民基本台帳費 ６０，６３０

4 選 挙 費 ４７，８８６

5 統計調査費 ３，７０１

6 監査委員費 ２，１３９

3 民 生 費 ５，３６７，１１８

1 社会福祉費 ２，２１１，８１７

2 児童福祉費 ３，０１８，３５２

3 生活保護費 １３６，９０９

4 災害救助費 ４０

4 衛 生 費 １，５４９，７０２

1 保健衛生費 ７５７，０６１

2 環境衛生費 １８４，８２２
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

3 清 掃 費 ６０７，８１９

5 労 働 費 ３，５７０

1 労 働 費 ３，５７０

6 農林水産業費 ７４０，４９５

1 農 業 費 ５９７，５７６

2 林 業 費 １４２，８６９

3 水 産 業 費 ５０

7 商 工 費 ７６６，９５５

1 商 工 費 ７６６，９５５

8 土 木 費 ３，２６６，４４１

1 土木管理費 ８６，３５８

2 道路橋りょう費 １，２７９，１０９

3 河 川 費 ４１，５９１

4 都市計画費 １，８１０，９４７

5 住 宅 費 ４８，４３６

9 消 防 費 ４６２，５０５

1 消 防 費 ４６２，５０５
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

10 教 育 費 ２，４９４，７３０

1 教育委員会費 ２３４，８５７

2 小 学 校 費 ４６１，０７７

3 中 学 校 費 ４４７，７５５

4 幼 稚 園 費 ３５２

5 社会教育費 ８１３，５３５

6 保健体育費 ５３７，１５４

11 災害復旧費 ５００

1 災害復旧費 ５００

12 公 債 費 ３，０５０，７１８

1 公 債 費 ３，０５０，７１８

13 諸 支 出 金 １７，８２０

1 基 金 費 １７，８２０

14 予 備 費 １０，０００

1 予 備 費 １０，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １９，６５８，０００
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事　　　　　項 期　間 限　度　額

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

辰口中学校建設事業
平成２０年度か
ら平成２１年度
まで

860,000千円
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

県営土地改良事業負担金 35,200

道路整備事業債（林道） 14,400

臨時地方道整備事業債 253,700

地方特定道路整備事業債 77,300

交通安全施設等整備事業債 15,100

小松インター線整備事業債 114,000

上清水下徳山線整備事業債 42,200

下清水出口線整備事業債 57,000

北中央線整備事業債 4,200

道林高坂線整備事業債 7,600

福岡赤井線整備事業債 5,200

赤井町８号線整備事業債 4,200

市道第１９２号線整備事業債 41,800

水辺環境整備事業債 13,300

第３表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

地方特定道路整備事業債（街路） 90,000

中心街活性化事業債 241,000

南中央線整備事業債 95,000

小学校耐震補強事業債 75,600

辰口中学校建設事業債 222,000

市民交流ふれあい広場整備事業債 57,000

臨時財政対策債 565,800

計 2,031,600

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。
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 議案第３３号 
 
 

平成１９年度能美市国民健康保険特別会計予算 

 
 

平成１９年度能美市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，０９７，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

    （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、３００，０００千

円と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

（能美市国民健康保険特別会計） 
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     平成１９年３月５日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

（能美市国民健康保険特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 国民健康保険税 １，２６２，２００

1 国民健康保険税 １，２６２，２００

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 ９３６，１７８

1 国庫負担金 ７６６，９７０

2 国庫補助金 １６９，２０８

4 療養給付費等交付金 ９３９，０１０

1 療養給付費等交付金 ９３９，０１０

5 県 支 出 金 １７１，９９２

1 県 負 担 金 １５，９６０

2 県 補 助 金 １５６，０３２

6 共同事業交付金 ４２２，７６３

1 共同事業交付金 ４２２，７６３

7 財 産 収 入 １，３００

1 財産運用収入 １，３００

8 寄 附 金 １０
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 寄 附 金 １０

9 繰 入 金 ３６２，８４７

1 一般会計繰入金 ２２５，８４７

2 基金繰入金 １３７，０００

10 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

11 諸 収 入 ６８０

1 延滞金加算金及び過料 ５０

2 預 金 利 子 １０

3 雑 入 ６２０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，０９７，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ５８，４７３

1 総務管理費 ４５，６５３

2 徴 税 費 １２，５２０

3 運営協議会費 ３００

2 保険給付費 ２，５８５，２７６

1 療 養 諸 費 ２，３０７，９４１

2 高額療養費 ２４０，４８５

3 移 送 費 １００

4 出産育児諸費 ２２，０５０

5 葬 祭 諸 費 １４，７００

3 老人保健拠出金 ７５７，０００

1 老人保健拠出金 ７５７，０００

4 介護納付金 ２１１，５７７

1 介護納付金 ２１１，５７７

5 共同事業拠出金 ４５４，８３６

1 共同事業拠出金 ４５４，８３６

6 疾病予防費 ２０，７３３
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 疾病予防費 ２０，７３３

7 基金積立金 １，３００

1 基金積立金 １，３００

8 公 債 費 １４０

1 公 債 費 １４０

9 諸 支 出 金 ６，１６５

1 償還金及び還付加算金 ３，５４０

2 繰 出 金 ２，６２５

10 予 備 費 １，５００

1 予 備 費 １，５００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，０９７，０００
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 議案第３４号 
 
 

平成１９年度能美市老人保健特別会計予算 

 
 

平成１９年度能美市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，９２４，６００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、３００，０００千

円と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）医療諸費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
 

（能美市老人保健特別会計） 
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     平成１９年３月５日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 

（能美市老人保健特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 支払基金交付金 ２，０７２，００１

1 支払基金交付金 ２，０７２，００１

2 国庫負担金 １，２３５，００１

1 国庫負担金 １，２３５，００１

3 県 支 出 金 ３０８，７５１

1 県 支 出 金 ３０８，７５１

4 繰 入 金 ３０８，７５０

1 一般会計繰入金 ３０８，７５０

5 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

6 諸 収 入 ９６

1 延滞金及び加算金 ２

2 預 金 利 子 １

3 雑 入 ９３

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ３，９２４，６００

- 3 - (能美市老人保健特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 医 療 諸 費 ３，９２４，５００

1 医 療 諸 費 ３，９２４，５００

2 諸 支 出 金 １００

1 償還金及び還付金 ９９

2 繰 出 金 １

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ３，９２４，６００

- 4 - (能美市老人保健特別会計)



 - 1 - 

 議案第３５号 
 
 

平成１９年度能美市介護保険特別会計予算 

 
 

平成１９年度能美市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ２，８４８，６００千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１２，

６００千円と定める。 
２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
３ サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第２表 歳入歳出予算」による。 

 
  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、保険事業勘定３００，０００千円、サービス事

業勘定５，０００千円と定める。 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）保険事業勘定の保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用 
（能美市介護保険特別会計）
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     平成１９年３月５日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

（能美市介護保険特別会計）



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ５１１，６３０

1 介護保険料 ５１１，６３０

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 ６２４，５０２

1 国庫負担金 ４６８，６１０

2 国庫補助金 １５５，８９２

4 支払基金交付金 ８４４，０１０

1 支払基金交付金 ８４４，０１０

5 県 支 出 金 ４１２，４１０

1 県 負 担 金 ４０２，９１０

2 県 補 助 金 ９，５００

6 財 産 収 入 １０

1 財産運用収入 １０

7 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

8 繰 入 金 ４５５，４９３

- 3 - (能美市介護保険事業勘定)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 一般会計繰入金 ４５５，４９３

9 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

10 諸 収 入 ５１５

1 延滞金、加算金及び過料 ３０

2 預 金 利 子 １０

3 受託事業収入 １０

4 雑 入 ４６５

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，８４８，６００

- 4 - (能美市介護保険事業勘定)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ５４，３８６

1 総務管理費 １９，７００

2 徴 収 費 ６，７２６

3 介護認定審査会費 ２７，９６０

2 保険給付費 ２，６８２，０００

1 介護サービス等諸費 ２，４２９，５１４

2 介護予防サービス等諸費 １３７，３４０

3 その他諸費 ３，３０６

4 高額介護サービス等費 ３１，３２０

5 特定入所者介護サービス等費 ８０，５２０

3 財政安定化基金拠出金 １０

1 財政安定化基金拠出金 １０

4 地域支援事業費 ７３，２０９

1 介護予防事業費 ５０，８７６

2 包括的支援事業・任意事業 ２２，３３３

5 基金積立金 １０

1 基金積立金 １０

- 5 - (能美市介護保険事業勘定)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

6 公 債 費 ３８，５４５

1 公 債 費 ７８

2 財政安定化基金償還金 ３８，４６７

7 諸 支 出 金 ２４０

1 償還金及び還付加算金 ２４０

8 予 備 費 ２００

1 予 備 費 ２００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，８４８，６００

- 6 - (能美市介護保険事業勘定)



第　２　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 サービス収入 １２，４８０

1 介護予防サービス収入 １２，４８０

2 繰 入 金 １０

1 一般会計繰入金 １０

3 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

4 諸 収 入 １００

1 預 金 利 子 １０

2 雑 入 ９０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １２，６００

- 7 - (能美市介護サービス事業勘定)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ９，９０３

1 総務管理費 ９，９０３

2 サービス事業費 ２，５９７

1 居宅サービス事業費 ２，５９７

3 予 備 費 １００

1 予 備 費 １００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １２，６００

- 8 - (能美市介護サービス事業勘定)
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 議案第３６号 
 
 

平成１９年度能美市公共下水道事業特別会計予算 

 
 

平成１９年度能美市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，７６２，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （地方債） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 
 
 
  （一時借入金） 
 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、１，０００，０００千円と定める。 
 
 

（能美市公共下水道事業特別会計） 
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     平成１９年３月５日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 

（能美市公共下水道事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 １５１，５０１

1 負 担 金 １５１，５０１

2 使用料及び手数料 ６８６，６８６

1 使 用 料 ６８６，６７５

2 手 数 料 １１

3 国庫支出金 ３２５，０００

1 国庫補助金 ３２５，０００

5 財 産 収 入 １

1 財産運用収入 １

6 繰 入 金 １，０８９，６００

1 一般会計繰入金 １，０５０，０００

2 基金繰入金 ３９，６００

7 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

8 諸 収 入 ４９，２０２

1 預 金 利 子 １

2 雑 入 ４９，２０１

- 3 - (能美市公共下水道事業特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

9 市 債 ４６０，０００

1 市 債 ４６０，０００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，７６２，０００

- 4 - (能美市公共下水道事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 事 業 費 １，３５４，２３３

1 事 業 費 １，３５４，２３３

2 公 債 費 １，４０７，７６７

1 公 債 費 １，４０７，７６７

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，７６２，０００

- 5 - (能美市公共下水道事業特別会計)



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

流域下水道事業債 15,500

公共下水道事業債 444,500

計 460,000

第２表　地　　方　　債

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。

普通貸借又は
証券発行

-6- （能美市公共下水道事業特別会計）
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議案第３７号 

 
 

平成１９年度能美市農業集落排水事業特別会計予算 

 
 

平成１９年度能美市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２６，３００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 
 （地方債） 
第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 
 
 
  （一時借入金） 
 第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、４０，０００千円

と定める。 
 

（能美市農業集落排水事業特別会）
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     平成１９年３月５日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 

（能美市農業集落排水事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 ３，０００

1 分 担 金 １，５００

2 負 担 金 １，５００

2 使用料及び手数料 ３２，４８０

1 使 用 料 ３２，４７９

2 手 数 料 １

3 県 支 出 金 １７，９１０

1 県 補 助 金 １７，９１０

4 財 産 収 入 １

1 財産運用収入 １

5 繰 入 金 ５７，０００

1 一般会計繰入金 ５７，０００

△ 基金繰入金 ０

6 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

7 諸 収 入 ８

1 預 金 利 子 １

- 3 - (能美市農業集落排水事業特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

2 雑 入 ７

8 市 債 １５，９００

1 市 債 １５，９００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １２６，３００

- 4 - (能美市農業集落排水事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 事 業 費 ７３，８５８

1 事 業 費 ７３，８５８

2 公 債 費 ５２，４４２

1 公 債 費 ５２，４４２

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １２６，３００

- 5 - (能美市農業集落排水事業特別会計)



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

農業集落排水事業債 15,900
普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。

計 15,900

第２表　地　　方　　債

-6- （能美市農業集落排水事業特別会計）
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 議案第３８号 
 
 

平成１９年度能美市温泉事業特別会計予算 

 
 

平成１９年度能美市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，６００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 

 
  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、１，０００千円と

定める。 
 
 
     平成１９年３月５日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 

（能美市温泉事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 使用料及び手数料 １０，１１４

1 使 用 料 １０，１１４

2 財 産 収 入 ５

1 財産運用収入 ５

3 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

4 諸 収 入 １

1 預 金 利 子 １

5 繰 入 金 ４，４７０

1 基金繰入金 ４，４７０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １４，６００

- 2 - (能美市温泉事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 温泉事業費 １４，６００

1 温泉事業費 １４，６００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １４，６００

- 3 - (能美市温泉事業特別会計)



議案第３９号

　　　　　（総　則）
　　　　第１条　平成１９年度能美市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　　　　　（業務の予定量）
　　　　第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
　　　　　(1) 給水戸数 17,370戸
　　　　　(2) 年間総給水量 7,650,000㎥
　　　　　(3) 一日平均給水量 20,900㎥
　　　　　(4) 主要な建設改良工事　　 1. 配水管整備事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2. 配水管改良事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3. 施設改良事業

　　　　　（収益的収入及び支出）
　　　　第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
　　　　　　（収　入）
　　　　　第１款　水道事業収益 747,300千円
　　　　　　第１項　営業収益 746,800千円
　　　　　　第２項　営業外収益 500千円
　　　　　　（支　出）
　　　　　第１款　水道事業費用 797,100千円
　　　　　　第１項　営業費用 610,300千円
　　　　　　第２項　営業外費用 186,700千円
　　　　　　第３項　特別損失 100千円

　　　　　（資本的収入及び支出）
　　　　第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入が資本的支出に対して不足する額244,400千円は、
　　　　　　当年度分損益勘定留保資金4,037千円、減債積立金125,877千円、建設改良積立金96,903千円及び当年度分消費税及び地方消
　　　　　　費税資本的収支調整額17,583千円で補てんするものとする。）
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　　　　　　（収　入）
　　　　　第１款　資本的収入 390,400千円
　　　　　　第１項　企業債 361,900千円
　　　　　　第２項　工事負担金 2,450千円
　　　　　　第３項　分担金 22,550千円
　　　　　　第４項　雑収入 3,500千円
　　　　　　（支　出）
　　　　　第１款　資本的支出 634,800千円
　　　　　　第１項  建設改良費 400,400千円
　　　　　　第２項  企業債償還金 234,400千円

　　　　　（企業債）
　　　　第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
千円 証書借入 　　　　　％

借入時期は平成１９年度とする。 起債年度から据置期間を含めて３０年以

ただし工事の進捗状況等により起債 5.0 内に償還する。

の全部又は、一部を翌年度に繰り越 　　　　以内

して借り入れることができる。

　　　　　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
　　　　第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。
　　　　　(1) 第７条に定める経費以外の経費

　　　　　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
　　　　第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額
　　　　　に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
　　　　　(1) 職員給与費 59,578千円

　　　　　（たな卸資産の購入限度額）
　　　　第８条　たな卸資産の購入限度額は、18,470千円と定める。

361,900

配 水 管 整 備 事 業

配 水 管 改 良 事 業

施 設 改 良 事 業
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　　　　　（重要な資産の取得）
　　　　第９条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。
　　　　　(1) 取得する資産
　　　　　　　　　（事　　業）　　　（種　類）　　　（名　称）　　　　  （数　量）
　　　　　　　1.　配水管改良事業　　　構築物　　　　　送水管 φ300 L= 784.0 m 

　　　　　　　                                        配水管 φ300 L= 740.0 m 　φ150 L= 372.0 m

φ 75 L=  90.0 m 　　

　　　平成１９年３月５日　提出

能美市長　　　酒　井　　悌　次　郎
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 議案第４０号

　　　（総　則）
　　第１条　平成１９年度能美市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　　　（業務の予定量）
　　第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
　　　(1) 給水事業所数　 ９社
　　　(2) 年間総給水量　 辰口第一工業用水道 10,903,500㎥
　　　　　　　　　　 辰口第二工業用水道 3,202,120㎥

根上地区工業用水道 3,040,000㎥
　　　(3) 一日平均給水量　 辰口第一工業用水道 29,790㎥

辰口第二工業用水道 8,740㎥
根上地区工業用水道 8,300㎥

　　　（収益的収入及び支出）
　　第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
　　　　　　　　収　　入
　　　第１款　辰口第一工業用水道事業収益　　　　　　　　　　 89,600千円
　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　 89,560千円
　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40千円
　　　第２款  辰口第二工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　 98,000千円
　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　 97,960千円
　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40千円
　　　第３款  根上地区工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　 85,300千円
　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　 85,220千円
　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80千円
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　　　　　　　　支　　出
　　　第１款　辰口第一工業用水道事業費用　　　　　　　　　　　 80,000千円
　　　　第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　 64,900千円
　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,100千円
　　　第２款  辰口第二工業用水道事業費用　　　　　　　　　　　　　 75,300千円
　　　　第１項　営業費用　　　　　　　 53,700千円
　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　 21,600千円
　　　第３款　根上地区工業用水道事業費用　　　　　　　　　　 107,400千円
　　　　第１項　営業費用　　　　　　　 82,500千円
　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　 24,900千円

　　　（資本的収入及び支出）
　　第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額156,700千円
　　　過年度分損益勘定留保資金74,378千円、当年度分損益勘定留保資金48,972千円、減債積立金15,500千円、建設改良積立金14
　　　千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,550千円で補てんするものとする。）
　　　　（収　入）
　　　　　　　　　なし
　　　　（支　出）
　　　第１款　辰口第一工業用水道事業資本的支出　　　　　　　　　　　 61,400千円
　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　 45,700千円
　　　　第２項　企業債償還金 15,700千円
　　　第２款  辰口第二工業用水道事業資本的支出 75,800千円
　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　 30,800千円
　　　　第２項　企業債償還金 45,000千円
　　　第３款  根上地区工業用水道事業資本的支出 19,500千円
　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　 0千円
　　　　第２項　企業債償還金 19,500千円

　　　（予定支出の各項の経費の金額の流用)
　　第５条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりとする。
　　　(1) 第６条に定める経費以外の経費
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　　　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
　　第６条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその
　　　経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
　　　(1) 職員給与費　　　　　 16,145千円
　　　(2) 交際費 100千円

　　　（重要な資産の取得)
　　第７条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。
　　　(1) 取得する資産　　　　　
　　　　　　　（　事　　　業　）　　 （種　類）　　　（名　称）　　（数　量）　　
　　　　１．辰口第一工業用水道事業　　構築物　　　　　取水施設 　　　１式   
　　　　２．辰口第二工業用水道事業　　構築物　　　　　取水施設 　　　１式   

　　　　　　平成１９年３月５日　提出

　　　　　能美市長　　　酒　井　　悌　次　郎　

議決第　号

　　　　　　平成１７年　月　　日原案可決

石川県能美市議会議長 畑 中 晃 昭
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議案第４１号 

 

平成１９年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算 

 

 

 （総則） 

第１条 平成１９年度国民健康保険能美市立病院事業会計の予算は次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

(1)病     院     

 一般病床 １０３床、療養病床 ４０床（うち介護療養型医療施設 １２床) 

  入院（年間） ３９，０８０人   入院（1日平均患者数） １０７人 

  外来（年間） ７５，８７０人   外来（1日平均患者数） ２７９人 

(2)介護老人保健施設     

 入所定員（短期入所を含む） ７４人  通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ定員 ２５人 

  入所者（年間） ２６，２００人   入所者（1日平均利用者数） ７２人 

  通所者（年間） ５，０４０人   通所者（1日平均利用者数） １９人 

(3)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ     

 定員 ３０人    

  通所者（年間） ６，４００人   通所者（1日平均利用者数） ２５人 
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（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

収       入  支       出 

第1款 病院事業収益 ２，０９０，０００千円  第1款 病院事業費用 ２，０９０，０００千円 

  第1項 医業収益 １，８７４，５７９千円    第1項 医業費用 ２，０１３，８４７千円 

  第2項 医業外収益 ２１５，４１９千円    第2項 医業外費用 ７５，８５２千円 

  第3項 特別利益 ２千円    第3項 特別損失 ２０１千円 

    第4項 予備費 １００千円 

第2款 介護老人保健施設事業収益 ３６８，２００千円  第2款 介護老人保健施設事業費用 ３６８，２００千円 

  第1項 営業収益 ３６７，７６４千円    第1項 営業費用 ３４５，９６２千円 

  第2項 営業外収益 ４３５千円    第2項 営業外費用 ２２，２３７千円 

  第3項 特別利益 １千円    第3項 特別損失 １千円 

第3款 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業収益 ５５，６００千円  第3款 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業費用 ５５，６００千円 

  第1項 営業収益 ５５，５９０千円    第1項 営業費用 ５５，５９７千円 

  第2項 営業外収益 ９千円    第2項 営業外費用 ２千円 

  第3項 特別利益 1千円    第3項 特別損失 １千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

収       入  支       出 

第1款 病院事業資本的収入 １５８，７３３千円  第1款 病院事業資本的支出 ３５６，２３１千円 

第1項 企業債 

第2項 出資金 

４７，３００千円

１０８，８０７千円
 

第1項 建設改良費 

第2項 企業債償還金 

５０，０００千円 

３０６，２３１千円 

  第3項 補助金 ２，６２６千円    
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資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１９７，４９８千円は過年度分損益勘定留保資金８７，６５４千円及び当年度分損益勘定留保資金１０９，８４４千円で 

補てんする。 

収       入  支       出 

第2款 介護老人保健施設資本的収入 ０千円  第２款 介護老人保健施設資本的支出 ２９，４５４千円 

    
第１項 建設改良費 

第2項 企業債償還金 

３，５９４千円 

２５，８６０千円 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２９，４５４千円は、過年度分損益勘定留保資金４，７５８千円、当年度分損益勘定留保資金１７，９５４千円及び減債 

積立金６，７４２千円で補てんする。 

 

 （企業債）                                                     

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は次のとおりと定める。                 

起債の目的        限 度 額      起債の方法 利   率 償 還 の 方 法           

 

医療機器整備事業 

 

 

４７，３００千円 普通貸借又は証券発行 ５．０％以内（ただし、利率見直し

方式で借りる場合は、当該見直し

後の利率） 

政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合はその債

権者と協定するものとする。ただし、その債権者と市財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすること

ができる。 

 

（一時借入金）                                                 

第６条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）                             

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は 議会の議決を経なければな

らない。                               
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(1)病     院 職員給与費 １，０９６，８４６千円  交際費 ５００千円 

(2)介護老人保健施設 職員給与費 ２１２，８５９千円  交際費 １５０千円 

(3)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 職員給与費 ３３，３００千円  交際費 １００千円 

 

 （他会計からの補助金）                                            

第８条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりである。 

(1)病     院 ３５０，０００千円  救急医療の確保に要する経費 ３６，８２６千円  

  医師等の研究研修に要する経費 ２，０９６千円  

  追加費用に要する経費 ２１，８９７千円  

  児童手当に要する経費 １，２６０千円  

 

   

  

  

 高度医療に要する経費 

企業債償還利息に要する経費 

元金償還に要する経費 

４０，８９５千円

９８，２１９千円

１０８，８０７千円

 

  経営安定に要する経費 ４０，０００千円  

(2)介護老人保健施設 １千円  施設運営に要する経費 １千円  

(3)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ １千円  施設運営に要する経費 １千円  

 

 （たな卸資産購入費の購入限度額）                                       

第９条 たな卸資産購入費の購入限度額は次のとおりと定める。 

(1)病     院 ４７７，８７０千円  

(2)介護老人保健施設 １８，１５５千円  

(3)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ １，６６８千円  
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 （重要な資産の取得）                                          

第10条 重要な資産の取得は次のとおりとする。                              

種    類 名        称 数 量 備  考 

器械及び備品 輸血管理システム 一式 市立病院 

 自動ジェット式超音波洗浄装置 一式  

 X線一般撮影装置 一式  

 超音波診断装置 一式  

    

    

 

 

 

 

   

             平成１９年３月５日 提出        

                           

                                                               能美市長  酒 井 悌次郎 
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